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第１章 計画の基本的事項 

 

１ 計画策定の背景等 

本市では、教育施策を総合的かつ計画的に実施するため、中長期的な視点による教育行

政の指針となる方向性を示した計画として、平成22年４月に「加古川教育ビジョン（加古

川市教育振興基本計画）」を策定しました。また、平成28年３月には第1期計画を振り返る

とともに、平成28年度からの５年間を見据えた「第２期かこがわ教育ビジョン（加古川市

教育振興基本計画）」（以下「第２期「かこがわ教育ビジョン」」という。）」を策定し、「と

もに生きるこころ豊かな人づくり」を基本理念に据え、３つの目指すべき具体的な人間像

である「努力する人」「心あたたかい人」「行動する人」の実現に向け、学校園・家庭・地

域が互いに信頼しあって連携・協力しながら、子どもたちの学びや育ちを支え、生きる力

を育む教育を推進してきました。 

この間、少子高齢化による人口構造のさらなる変化や急速な技術革新によるＩＣＴの進

化、グローバル化の進展などにより、教育を取り巻く環境は大きく変化しており、教育の

在り方についても時代に応じた変革が求められています。 

こうした中、国においては、平成30年６月に第３期教育振興基本計画を閣議決定し、超

スマート社会（Society5.0）の実現などの2030年以降の変化等を見据えた上で、第２期教

育振興基本計画において掲げた「自立」・「協働」・「創造」の３つの方向性を引き続き継承

するとともに、「人生100年時代」を豊かに生きていくため、生涯にわたる一人一人の「可

能性」と「チャンス」を最大化することを今後の教育施策の中心に据えるとされていま

す。 

また、兵庫県においては、平成31年２月に第３期「ひょうご教育創造プラン（兵庫県教

育基本計画）」を策定し、基本理念を「兵庫が育む こころ豊かで自立する人づくり」と

し、「『未来への道を切り拓く力』の育成」を重点テーマに加え、子どもたちが将来の夢や

目標に向かって主体的にキャリア形成と自己実現をめざす取組がすすめられています。 

こうした背景や第２期「かこがわ教育ビジョン」が令和２年度に終了することから、こ

れまでの取組の成果と課題を検証し、改めて本市の教育の方向や目標を定め、その実現に

向けて今後講ずるべき施策を示した第３期「かこがわ教育ビジョン（加古川市教育振興基

本計画）（以下「第３期「かこがわ教育ビジョン」」という。）」を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

 

第３期「かこがわ教育ビジョン」は、教育基本法第 17 条第２項に基づく教育振興基本計

画として、平成 30 年６月に策定された国の第３期教育振興基本計画（平成 30～令和４年

度）、平成 31 年２月に策定された県の第３期ひょうご教育創造プラン（平成 31～令和５年

度）を参酌しつつ、本市の「加古川市総合計画」の教育に関する分野の内容を踏まえた、

教育の振興を図るために定める基本的な計画です。 

また、子ども・子育て支援の方向性を定めた「第二期加古川市子ども・子育て支援事業

計画（令和２～６年度）」などの関連計画とも整合性を保ちながら施策を推進していきます。 

第３期「かこがわ教育ビジョン」の具体的な施策については、毎年、「教育アクションプ

ラン（加古川市教育実行計画）」として定め、推進していきます。 

 

◆加古川市総合計画とかこがわ教育ビジョンの位置づけ 
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後 期 総 合 基 本 計 画 
（ 平 成 2 8 ～ 令 和 ２ 年 度 ）  加 古 川 市 総 合 計 画 

（ 令 和 ３ ～ ８ 年 度 ）  

第３期「かこがわ教育ビジョン」 
（ 令 和 ３ ～ ６ 年 度 ）  第２期「かこがわ教育ビジョン」 

（ 平 成 2 8 ～ 令 和 ２ 年 度 ）  

国 ： 第 ３ 期 教 育 振 興 基 本 計 画 
県：第３期ひょうご教育創造プラン 
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３ 策定体制 

 

第３期「かこがわ教育ビジョン」の策定にあたっては、「加古川市附属機関の設置に関す

る条例」及び「加古川市教育振興基本計画検討委員会規則」に基づき、学識経験者、保護

者の代表者、地域の代表者、事業者の代表者、関係団体の代表者、市民の代表者で、「加古

川市教育振興計画検討委員会（以下「検討委員会」という。）」を組織するとともに、検討

委員会における検討及び審議が円滑に行われるよう、「加古川市教育振興基本計画検討幹事

会設置要綱」に基づき、教育関係者から構成される「加古川市教育振興基本計画検討幹事

会」を設置し、検討を重ねました。また、パブリックコメントを通じて、広く市民、関係

者の意見を求め、その内容も反映させました。 

 

４ 計画の対象 

 

生涯における人間の学びの場は、大きく学校園・家庭・地域の３つに分かれています。

第３期「かこがわ教育ビジョン」は、この３つの学びの場における教育が、有機的なつな

がりを持って進められていくことの重要性を踏まえて、加古川市内にある市立の幼稚園や

保育所、認定こども園、小学校、中学校、特別支援学校における教育と、家庭や地域にお

ける教育を対象としています。 

 

５ 計画の対象期間 

 

国の第３期教育振興基本計画は平成 30 年度から、県の第３期ひょうご教育創造プランは

令和元年度から、５年間の計画として策定されました。 

上記の国及び県の計画との連動を次期策定時からより重視していく観点から、第３期「か

こがわ教育ビジョン」の対象期間を４年間とします。 

 

本計画は、令和３年度から令和６年度までの４年間を対象期間とし、総合的かつ計画的

に取り組むべき施策を示すものです。 
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第２章 教育を取り巻く環境の変化と課題 

 

教育を取り巻く環境は、第２期「かこがわ教育ビジョン」の期間の５年間において大き

く変化しました。今後の第３期「かこがわ教育ビジョン」の期間においても更なる変化が

予想される中で、それらに柔軟に対応しながら、本市の教育を着実に推進していく必要が

あります。 

 

１ 大きく変化することが予想される環境 

 

（１）人口減少社会の到来 

 

本市の総人口は、令和７年には 25.2 万人になると見込まれています。その中で、65 歳

以上の高齢者の数は急増し、令和７年には平成 27 年の約 1.1 倍の 7.2 万人になると見込

まれています。 

一方、生産年齢人口と呼ばれる 15 歳か

ら 64 歳の人口は、令和７年には 15.2 万

人にまで減少すると見込まれ、14 歳以下

の人口についても、令和７年には 2.8 万

人にまで減少すると見込まれています。 

さらに、近年、人口の市外への転出超

過の傾向が続いており、特に 20 歳代前半

の若い世代の転出が著しい状況です。 

このような中、社会の活力を維持・発

展させるためには、子どもから高齢者の

一人一人が自らの個性や能力を発揮し

て、地域社会に参画し、貢献することが

求められています。 

また、少子化の進行により、学校にお

ける学級数や、１学級における児童生徒数が著しく減少している地域もあり、子どもの成

長過程において互いに切磋琢磨する機会の減少や、人間関係の固定化などの様々な課題を

改善するための取組を進めることが重要です。 

 

（２）環境問題の深刻化 

 

地球規模で温暖化が進行する中、近年は、これまでにない集中豪雨等の異常気象によ

り、大規模な土砂崩れや河川の氾濫などの自然災害に見舞われるなど、人と自然の共生に

向けた取組が急務であるといえます。一人一人が様々な自然災害から自らの生命を守るた

めに必要な能力や知識を身に付けるとともに、助け合いやボランティア精神など共生の心
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の育成を図る必要があります。 

また、環境問題や食糧・エネルギー問題などへの意識や関心が高まっている中、日常生

活や経済活動など身近なところから、一人一人が主体的に環境を守り、再生していく行動

をとり、将来世代へと持続する社会の構築に向けて取り組むことが重要です。 

そのような中、子どもたちが体験活動等を通じて、身近な生活と環境問題との関係につ

いて理解や関心を深め、自然に対する畏敬の念や命を大切にする心を育み、主体的な行動

力の育成を図る必要があります。 

 

（３）技術革新 

 

 現在、Society5.0と言われる超スマート社会の実現に向けて、人工知能（ＡＩ）、ビッ 

グデータの活用などの技術革新が急速に進んでいます。日常生活においても広く普及した

インターネット、スマートフォン等の情報通信技術は、不審者情報や災害情報の速やかな

伝達手段や、見守りサービスの受信機となるなど、安全・安心を確保するための必要なツ

ールとなっている一方で、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を介した

いじめや犯罪被害が社会問題化し、子どもたちの日常生活に多大な影響を及ぼしていま

す。 

このような状況を踏まえ、自分に必要な正しい情報を取捨選択できる能力の育成と情報

モラル教育を通して人権意識を高めていくことが強く求められています。 

また、科学技術が加速度的に進展する社会において、より創造的なアイデアと実行力で

社会のイノベーションを実現する科学技術人材の育成が重要な課題となっています。その

ため、論理的思考力、創造性及び問題解決能力や学習の基盤となる資質・能力として位置

づけられた情報活用能力の育成を図るため、必要なＩＣＴ環境を整え、情報教育や教科等

の指導においてそれらを適切に活用するなど、ＩＣＴ機器を活用した学習活動の充実が求

められています。 

 

（４）グローバル化の進展 

 

人々の生活においては、経済、人、情報や様々な文化、価値観が国境を越えて流動して

おり、加速度的にグローバル化が進展しています。また、本市においても外国人が多く在

住していることや、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし

てスポーツを通じた国際交流にも積極的に取り組んでおり、外国の言語や文化に触れる機

会も増えています。 

このような中、子どもたちは、国際社会に生きる日本人としての自覚を持つことや、チ

ャレンジ精神、コミュニケーション能力等の国際社会で主体的に活動するための力を身に

付けることが求められています。 

また、自らの国や地域の伝統・文化への理解を深め、尊重するとともに、異なる文化や

歴史をもつ人々と、互いに文化や習慣、価値観を尊重し合い、共に生きる心を育成するこ

とが必要です。 
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（５）価値観やライフスタイルの多様化 

 

個人の価値観やライフスタイルの多様化が進む中で、自らにふさわしい生き方を幅広く

選択することが可能となる一方で、集団や地域社会での連帯意識の希薄化や、個を重視す

る傾向などの意識の変容をもたらしており、人々の規範意識の低下にもつながっていま

す。 

さらに、核家族化や共働き世帯の増加、身近な人から子育てを学ぶ機会の減少などは、

家庭の教育力の低下や、食習慣をはじめとした基本的生活習慣の乱れ、学ぶ意欲・体力・

運動能力の低下など、子どもたちの育ちにも影響を及ぼしかねません。 

そのため、家庭における幼児期からの子育て支援を行うとともに、学校、家庭、地域、

関係機関が一体となって子どもたちの規範意識や自尊感情、人への思いやり、家族を大切

に思う心、人間関係を築く力、道徳心の育成などに取り組むことが必要です。 

また、医療体制の充実や医学の進歩等により、平均寿命は著しく伸長し、人生100年時

代の到来が予想されています。今後、生涯において、複数の仕事を持つことやボランティ

アなどにより地域や社会で活動することなど、一人一人のライフスタイルが大きく変化し

ていくことが考えられます。そのため、子どもの生きる力をより一層育むことを目指すと

ともに、文化や芸術、スポーツなどを通して、生涯にわたって学び続けることのできる機

会の充実が求められます。 

 

（６）家庭や地域社会の変化 

 

核家族化や少子化の進展、地域の地縁的なつながりの弱まりなどにより、子どもたちに

とって、心の成長の糧となる生活体験や自然体験の機会が減少しています。 

一方で、地域では自ら子どもたちに積極的に関わり支援することによって、自分たちの

手で学校をより良くし、子どもたちを育てていこうとする意識の高まりもあります。こう

した意識の高まりを的確に受け止め、あるいは、一層醸成していくことなどを通じて、子

どもたちの学びや育ちを支援する地域の教育資源を発掘していく必要があります。そのた

め、本市において、これまで取り組んできた「中学校区連携ユニット 12」におけるヨコの

連携をさらに発展させ、市内すべての学校が設置する学校運営協議会を学校と地域をつな

ぐ基点として充実を図る必要があります。 

 

 

（７）経済構造と雇用状況の変化 

 

経済のグローバル化やサービス産業の拡大などの産業構造の変化を背景に、成果・能力

重視への雇用形態の変容、非正規雇用者の増加、女性の社会進出の割合の増加、技術革新

による新たな事業の創出など、労働環境が大きく変化しています。 

このような変化の中にあっても、子どもたちが希望をもって、自律的に自分の未来を切

りひらいて生きていくためには、変化を恐れず、変化に対応していく力と態度を育てるこ

とが不可欠です。将来の夢や目標を持ち、その実現に向けて努力していく意欲・態度等を
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育成するため、また、子どもたちが成長する過程で最善の方法を主体的に選択することが

できるように、子どもたちのキャリア形成への支援体制の充実が必要となっています。 

 

（８）学校の組織力強化と教職員の資質の向上 

 

学校が抱える課題は複雑化、困難化しており、生徒指導上の課題や特別支援教育の充実

など、心理や福祉など教育以外の高い専門性が求められるような事案も増えています。そ

うした課題に対応していくため、関係機関や専門家、地域と連携して、チームとして課題

解決に取り組む体制を構築することが必要です。 

また、若手教職員の増加によって、学校現場における教職員の年齢構成が変化しており、

経験豊かな教職員が培ってきた知識や指導技術を若手教職員に継承していくことが必要で

す。さらに、教科に関する専門的知識や様々な教育課題に対応する指導力を高めるため、

キャリアステージに応じた研修等を充実させることで教育力の維持向上に努めることが重

要です。 

 

（９）働き方改革 

  

働き方改革関連法の成立により、労働者の時間外労働の上限が示されるなど、労働環境

の改善を図る取組が進んでおり、学校においても、教職員の業務が多岐多様に渡り、長時

間勤務となっている実態から、働き方改革は急務となっています。 

本市においても、自らの人間性や創造性を高めるとともに、子どもたちと向き合う時間

を確保し、効果的な教育活動の実現につなげるなど、教育の質の向上を図るため、教職員

のこれまでの働き方を見直し、教職員が担う業務の明確化・適正化など学校における働き

方改革を進めることが重要です。 

 

（10）教育組織運営体制のあり方 

  

地方自治体が魅力あるまちづくりを進め、質の高い行政サービスを持続的に提供するた

めには、行政と民間との役割・責任分担を明確にすることや、限られた資源を今まで以上

に適切かつ効率的に活用していくことが重要です。 

 教育分野においては、質の高い教育の環境づくりにおいて教育委員会が主導的な役割を

果たしていかなければなりません。その実現に向けては、国や県との適切な役割分担及び

相互の協力を行っていくとともに、教育委員会の質的向上を図るため、事業の効率的かつ

効果的な執行に向けた見直しに継続して取り組む必要があります。また、市民の教育に対

する信頼と期待に応えるため、市民の意見を取り入れながら地域に開かれた魅力ある教育

行政を推進していくことが強く求められています。 

 さらに、学校園・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を分担し、相互に連携を図ること

も必要です。 
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（11）学習指導要領の改訂 

 

これからの学校教育には、児童生徒が様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して

課題を解決していく力や、様々な情報を見極めて再構成し、新たな価値につなげていくこ

とができる力など、よりよい社会と幸福な人生を切り拓き未来の創り手となるために必要

な「生きる力」を育むことが求められています。 

新学習指導要領では、こうした状況を踏まえ、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会

を創る」という目標を学校と地域社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求め

られる資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すことが示されました。

児童生徒が、これからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的

に学び続けることができるようにするためには、学習の質を一層高める「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善が重要となります。 

それらを具現化するために、教科等横断的な学習を充実することや、単元や題材などの

内容や時間のまとまりを見通した授業改善を行うなど、カリキュラム・マネジメントが求

められています。 
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２ 加古川市の教育課題 

「第２期かこがわ教育ビジョン」の成果と課題の検証を重ねるとともに、教育を取り巻

く環境の変化を踏まえ、今後、解決・改善を図るべき課題を、以下のように整理しました。 

 

学
校
教
育 

幼児 

児童 

生徒 

学力・学習意欲の向上 

コミュニケーション能力の育成 

道徳心や規範意識の向上 

体力・運動能力の向上 

基本的生活習慣の確立 

子どもの発達や学びの連続性を踏まえた就学前教育の充実 

個に応じた教育の推進 

いじめや不登校、問題行動児童・生徒への対応 

人権課題に対する対応 

キャリア教育の充実 

体験的・文化的活動の充実 

教職員 

教職員の資質能力の向上 

若手・中堅教職員の育成 

子どもと向き合う時間の確保 

体罰のない指導の徹底 

教職員のメンタル面のサポート 

教育の環境 

老朽化対策等の施設環境の整備 

学校園の安全対策の充実 

中学校給食の推進 

少子化に対応した学校園の規模適正化 

技術革新に対応した教育環境の整備 

感染症対策の徹底 

社
会
教
育 

生涯教育 

学習機会の提供 

生涯スポーツの振興 

指導者の育成 

家庭教育 
家庭教育力・道徳心の向上 

子育て家庭への支援 

地域の教育 

地域教育力の向上 

地域コミュニティの活性化 

指導者の育成 

青少年の 

健全育成 

青少年の社会参加の促進 

青少年の非行問題等への対応 
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３ これまでの教育施策の推進状況 

 

平成 18 年に改正された教育基本法を受け、同法第 17 条第２項に基づく本市の教育の振

興のための施策に関する基本的な計画として、平成 22 年４月及び平成 28 年３月に「かこ

がわ教育ビジョン」を策定しました。 

その中で、本市の教育の基本理念である「ともに生きるこころ豊かな人づくり」に基づ

き、教育における子どもたちの培うべき力を見据えた上で、３つの目指すべき具体的な人

間像と４つの基本的方向を示し、子どもたちの連続した学びや育ちを支援する「中学校区

連携ユニット 12」や「学校運営協議会」を活用するとともに、15 の重点目標を掲げ、総合

的かつ計画的に教育施策を推進してきました。 

なお、その推進に当たっては、毎年度「教育アクションプラン（加古川市教育実行計

画）」を策定し、施策を具体化するとともに、事業実施の状況について検証を行い、評価

結果に基づく改善を図ってきました。 
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４ 第２期「かこがわ教育ビジョン」の総括 

第２期「かこがわ教育ビジョン」では、以下に掲げる４つの基本的方向と 15 の重

点目標を定め、総合的かつ計画的に取り組んできました。  
▼ 基本的方向１ 地域総がかりの教育 
重点目標 ① 学校園・家庭・地域の連携・協力を強化し、社会全体の教育力を向上させる 
重点目標 ② 家族の絆を深め、家庭の教育力の向上を図る 

▼ 基本的方向２ 「生きる力」の育成 
重点目標 ③ 幼児期における質の高い就学前教育を推進する 
重点目標 ④ 「確かな学力」を培う 
重点目標 ⑤ 「豊かな心」を育てる 
重点目標 ⑥ 「健やかな体」を養う 
重点目標 ⑦ 社会的・職業的自立に向け、必要な能力を育成するキャリア教育の推進を図る 
重点目標 ⑧ 特別な支援や配慮を要する子どもへの支援の充実を図る 

重点目標 ⑨ 心の通い合った生徒指導の充実を図る 

▼ 基本的方向３ 信頼される教育の環境 
重点目標 ⑩ 教職員を支える学校園の組織力の充実を図る 
重点目標 ⑪ 教員の資質の向上を図る 

重点目標 ⑫ 安全・安心で、質の高い教育を支える環境を整備する 
重点目標 ⑬ 教育委員会の機能の充実を図る 

▼ 基本的方向４ 「学び」が生かせるまちづくり 
重点目標 ⑭ 生涯学習の推進と学習成果を生かす地域をつくる 
重点目標 ⑮ 地域と大学等の連携を通した教育環境を整備する  
それぞれの重点目標を実現するための具体的な方針における成果や課題、今後の方

向性は次のとおりです。    
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▼ 基本的方向１ 地域総がかりの教育 
重点目標 ① 学校園・家庭・地域の連携・協力を強化し、社会全体の教育力を向上させる 
◆ 「中学校区連携ユニット 12」を活用した学校園の活性化 

成果 学校園・家庭・地域が連携し、系統的なカリキュラムに基づいた特色ある取組が進められている。 

課題 
特色ある取組を持続可能なものにしていくとともに、地域との協働に係る取組に関して、学校運営協議会とユ

ニット１２の役割を明確にしていく必要がある。 

今後の方向性 
学校園・家庭・地域の連携については学校運営協議会を中心に、就学前から中学校卒業までの校種間の連携は

ユニット１２において、一層の活性化を図る。 

◆ ボランティア等の地域の教育資源を活用した学校園を支援する活動の推進 

成果 学校園支援ボランティアの登録が増加するなど、地域で学校園を支えていこうとする姿勢が広がりつつある。 

課題 
学校園と支援ボランティアや地域の団体等を繋ぐ地域コーディネーターを複数配置する等、コーディネート機

能を充実させていく必要がある。 

今後の方向性 
地域コーディネーターを、学校運営協議会の委員として委嘱することで、学校園と学校園支援ボランティア双

方の思いをつなぐ、コーディネート機能を充実させる。 

◆ 放課後等の子どもたちの体験・交流活動等の場づくり 

成果 

児童クラブにおいては、施設等の環境整備を順次進めている。放課後子ども教室においては、令和元年度に市

内全小学校で開設を実現した。志方児童館においては、放課後や長期休業中に子どもたちの体験・交流の場を

確保した。 

課題 
児童クラブにおいては、質の向上に向けた取組を進めていく必要がある。放課後子ども教室においては、種目

の充実に向けて取り組んでいく必要がある。志方児童館においては、利用者数が年々減少している。 

今後の方向性 

児童クラブにおいては、安全・安心な活動拠点として、適切な遊びや生活の場の提供を進める。放課後子ども

教室においては、種目の充実を図る。志方児童館においては、利用者のニーズに合わせ、事業の見直し等を進

める。 

◆ 地域ぐるみで子どもたちを育む教育の推進 

成果 学校園と地域が協働した研修会・イベント等の活動は充実しており、子どもたちの満足度も高い。 

課題 今後、ボランティア人材の確保と関係団体等との更なる連携が必要である。 

今後の方向性 学校園・家庭・地域が協働した取組へと発展するよう、学校運営協議会の更なる充実を図る。  
重点目標 ② 家族の絆を深め、家庭の教育力の向上を図る 
◆ 家庭や地域の教育力の向上に向けた取組の推進 

成果 
家庭教育大学事業や社会教育推進員の配置、図書館における講演会、講座等の開催により、家庭教育力の向上

や地域の絆づくりを図った。 

課題 
家庭教育大学、図書館における事業ともに、参加者が少なく、固定化している。また、地域の指導者やリーダ

ーの後継者が不足している。 

今後の方向性 
より効果的・効率的な事業となるよう見直しを図るとともに、地域コミュニティ活動を活発化するため、様々

なリーダー養成を図る。 
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◆ 親として成長する学びの推進 

成果 
家庭教育１・２・３等を活用し、保護者への啓発を効果的に実施した。また、子育て講座やサークル活動等を

通じて、親同士の交流や情報共有の場を提供するとともに、次世代の親となる学生への支援も行った。 

課題 
家庭学習に関して二極化が見られ、その解決に向けた取組が課題である。また、小学校就学前児童の減少によ

り、子育てサークルの団体数が減少している。 

今後の方向性 
配布する資料内容の更新を図りながら、様々な機会を利用して、保護者への啓発を充実させる。保護者同士の

交流、仲間づくりの場となるよう、サークル活動に対する丁寧な支援を行う。 

◆ 要支援家庭への支援体制の強化 

成果 
関係機関と連携し、情報共有を行うことで、支援体制の充実を図った。また、スクールソーシャルワーカーを

全中学校区に配置し、連携校も含め個別の支援の充実を図ることができた。 

課題 
相談内容の複雑化、重大化に伴い、相談員のスキルアップが求められている。スクールソーシャルワーカーに

おいては、勤務時間が限られ、学校と情報共有をし、児童支援を行う上で十分な支援ができないケースがある。 

今後の方向性 

関係機関との連携の強化を図りつつ、支援体制を構築する。スクールソーシャルワーカーにおいては、勤務時

間のバランスを工夫し、支援を必要としている学校で十分な活動ができるよう柔軟な体制を構築し支援活動の

充実を図る。  
▼ 基本的方向２ 「生きる力」の育成 
重点目標 ③ 幼児期における質の高い就学前教育を推進する 
◆ 就学前教育の提供体制の整備 

成果 ニーズに沿った教育・保育の提供体制を確保するため、新規施設の整備等により、定員拡大を行った。 

課題 待機児童の解消には至っていない。 

今後の方向性 教育・保育の提供体制の確保に努め、待機児童の解消を目指す。 

◆ 就学前教育全体の質の向上 

成果 
各園において研修を実施し、職員が共通理解して幼児の発達・育ちを保障する保育の推進ができた。また、幼

児の遊びのドキュメンテーションを作成し、可視化することで、保育の読み取りができるようになった。 

課題 
園内研修の実施においては、全園で定期的に行えるよう計画する必要がある。ドキュメンテーション作成にお

いては、幼児理解や幼児の遊びの読み取りが明確になったが、作成に時間を要する。 

今後の方向性 
幼稚園・こども園の研究会に保育園の職員が参加できるよう連携をとり、教育・保育の充実を図る。ドキュメ

ンテーションをホームページに掲載し、就学前の教育内容を、地域・市内の子育て世代に発信する。 

◆ 認定こども園、幼稚園及び保育所を活用した子育て支援の充実 

成果 
各園が特色ある活動を取り入れ、幼稚園・こども園教育をＰＲできた。気軽に子育て相談ができる場があるこ

とで、保護者の安心感が得られた。 

課題 
子育て支援事業に対応する職員の確保と若い職員の研修が課題である。預かり保育の利用範囲の拡大等、様々

な問題を抱えている。 

今後の方向性 
若い職員のための研修を重ねる。預かり保育のニーズは高まっていることから、保護者のニーズに応じた基準

の見直しについて、今後も継続・拡充を検討する。 
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重点目標 ④ 「確かな学力」を培う 
◆ 学習指導要領の趣旨に沿った取組の推進 

成果 全教員が「ことばの力育成プログラム」や協同的探究学習に基づく授業実践に取り組み、成果をあげている。 

課題 新学習指導要領施行に伴い、授業改善や学習評価の在り方を検討していくことが必要である。 

今後の方向性 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、PDCA サイクルを確立し、指導と評価の一体化を目指す。 

◆ コミュニケーション能力育成を含めた学力向上に向けた取組の充実 

成果 
ＡＬＴの配置の工夫等により、子どもたちが英語に親しむ機会の充実を図るとともに、実際の場面で使える英

語力の育成を図るため、ＡＬＴを活用したパフォーマンステストを実施した。 

課題 
実際に使える英語力の育成が求められており、ＡＬＴを活用したパフォーマンステストの更なる充実を図る必

要がある。 

今後の方向性 
ＡＬＴの効果的な配置やＩＣＴ機器を活用した英語教育のあり方について検討する。また、加古川ＣＡＮ－Ｄ

Ｏプランの検証を行い、見直しを図る。 

◆ 「全国学力・学習状況調査」結果の分析を活用した学力向上・指導改善の取組の推進 

成果 全小中学校において、成果と課題を検証し、ホームページや学校だより等において公表している。 

課題 児童生徒の思考力・判断力・表現力等に課題が見られる。 

今後の方向性 協同的探究学習を核とした授業改善を進め、児童生徒の思考力・判断力・表現力の育成を図る。 

◆ 読書活動の推進 

成果 

読書に親しむ児童生徒の育成を図るため、公立図書館や関係機関、学校園支援ボランティアと連携し、小・中

学校における読書環境の整備を進めた。また、学校用図書館管理システムの活用により、図書室管理の効率化

を図った。 

課題 司書教諭は学級担任等と兼務していることが多く、また、図書室運営の経験が豊富でない者も多い。 

今後の方向性 
学校用図書館管理システムにおいて蓄積したデータを基に、読書活動の啓発・推進を図り、より効果的な図書

室運営ができるよう支援を続ける。  
重点目標 ⑤ 「豊かな心」を育てる 
◆ 道徳教育の推進 

成果 「考え、議論する道徳」の実践となるよう、校内体制の充実や研修を行った。 

課題 道徳の時間が充実するよう、校内研修等研鑽を積んでいく必要がある。 

今後の方向性 ＰＤＣＡサイクルにより、教職員の指導力向上や年間計画等の修正を図る。 

◆ 人権教育の推進 

成果 同和問題をはじめ、人権課題の解決に向けた取組を実施した。 

課題 人権教育の充実を図っていくため、校種間で連携し、感性に訴える人権教育を進める必要がある。 

今後の方向性 校種間で連携した研修会や新たな人権課題に関する研修等を行い、教職員の人権意識の向上を図る。 
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◆ 情報モラル教育の推進 

成果 
児童生徒及び保護者を対象に研修会を実施し、ケータイ・スマホによるネットトラブルなどの防止に関する情

報モラル教育の推進を図った。 

課題 

インターネットを利用したトラブルやいじめは増加しており、情報モラル教育の充実は喫緊の課題である。ま

た、進化する情報通信技術に対応するため、正しい知識の習得や学校、家庭、地域ならびに関係機関が一体と

なった取組が必要である。 

今後の方向性 
人権研修等の活用や情報発信、家庭や地域への啓発に主眼をおき、関係各課と連携しながら情報モラル教育に

取り組む。また、ネットパトロール等の実施により、早期発見・早期対応の仕組みを構築する。 

◆ 環境教育の推進 

成果 
全ての学校において、体験活動を通した環境教育に取り組み、教科学習においても環境問題に関する学習を行

っている。 

課題 専門的な環境学習を実施することができるよう、企業やＮＰＯ等と連携した活動を増やす必要がある。 

今後の方向性 企業やＮＰＯを紹介する機会を増やしていくことで、環境学習の更なる充実を図る。 

◆ 伝統・文化等に関する教育の推進 

成果 学校行事や地域と連携した活動を通して、児童生徒が伝統・文化に触れる機会は充実している。 

課題 
授業時数の確保と行事の精選を進めていく中で、継続して伝統・文化に触れる学習活動を確保することが課題

である。 

今後の方向性 教科の学習において、伝統・文化に触れる学習活動の更なる充実を図る。 

◆ 体験活動の充実 

成果 心の絆宣言に基づいた特色ある取組を、各学校において児童会・生徒会が主体となり進めている。 

課題 
心の絆プロジェクトにおいては、児童生徒が他校の代表者と協議することで、各学校の児童会・生徒会活動が

活性化するよう取り組んでいく必要がある。 

今後の方向性 心の絆宣言に基づいた取組を一層充実させるため、中学校区ごとに連携し、連続した取組を進めていく。 

◆ 福祉教育の推進 

成果 高齢者や障がいのある方との交流活動や手話や点字などの体験活動は充実している。 

課題 体験を通した福祉教育の更なる充実を図る必要がある。 

今後の方向性 社会福祉協議会や関係機関と連携した福祉教育の充実を図る。 

◆ 防災教育の推進 

成果 体験活動を通した防災教育や副読本を活用した防災教育を全ての学校で実施した。 

課題 充実した防災教育となるよう、校種間で連携した防災教育に取り組んでいく必要がある。 

今後の方向性 各校の防災教育にかかる体験活動を情報交換し、効果的に防災教育を進める。       
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重点目標 ⑥ 「健やかな体」を養う 
◆ 学校における体育及び運動部活動の推進 

成果 中学校部活動へ外部技術指導者等を派遣し、派遣した全ての学校がその効果を感じている。 

課題 部活動の外部人材の活用は、教職員の働き方改革の観点からも効果的であり、充実に向けた取組が必要である。 

今後の方向性 国の方針を踏まえ、外部指導者の更なる活用に向けた体制作りを進める。 

◆ 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果の分析を活用した体力・運動能力の向上 

成果 
健康な生活を送るには、運動・睡眠・食事が大事だと感じている児童生徒の割合は高く、健康への意識付けが

図られている。 

課題 健康への意識向上を図るとともに、体力向上に向けた取組も必要である。 

今後の方向性 ウェルネス手帳を活用し、健康への意識向上を図っていくとともに、授業改善を行うことで体力向上を図る。 

◆ 遊びや運動を通した子どもの居場所の創出 

成果 
放課後子ども教室においては、子どもたちのスポーツ体験の推進を図った。志方児童館が実施した各種事業に

より、遊びや運動を通して楽しく身体を動かして遊べる場を提供した。 

課題 学校での活動場所やボランティアの確保が課題である。また、児童館の利用者数が年々減少している。 

今後の方向性 
安全・安心な子どもの居場所づくりの更なる充実に向け、環境及び体制の整備を図る。また、利用者のニーズ

に合わせ、事業の見直し等を進める。 

◆ 食育の推進 

成果 
家庭や地域と連携した食育や体験を通した食育は充実してきており、毎日朝食を食べる児童生徒の割合も高く

なってきている。 

課題 食育を推進するには、家庭との連携が不可欠であり、更なる連携を深めていく必要がある。 

今後の方向性 ウェルネス手帳の活用においても、家庭との連携を進め、食育の更なる充実を図る。 

◆ 健康教育・安全教育の推進 

成果 
専門家による健康教育については全ての学校で取り組んでおり、交通安全教室や防犯に関する安全教育につい

ても取り組んでいる。 

課題 
児童生徒の健康や安全に対する意識向上のためには、学校、家庭、地域、関係機関が一体となって取り組んで

いく必要がある。また、全小学校で「薬物乱用防止教室」が開催できるよう取り組む必要がある。 

今後の方向性 引き続き、交通安全教室等、体験を伴う活動の充実を図る。  
重点目標 ⑦ 社会的・職業的自立に向け、必要な能力を育成するキャリア教育の推進を図る 
◆ キャリア教育の推進 

成果 
トライやる・ウィークなど体験を通したキャリア教育が充実しており、夢や目標を持っている児童生徒の割合

は全国平均と比較すると高く、成果が見られる。 

課題 各発達段階におけるキャリア教育は充実してきているが、校種間の接続を充実させていく必要がある。 

今後の方向性 中学校区連携ユニット 12 を活用し、校種間で連携したキャリア教育を推進する。 
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◆ 高等学校等と連携した適切な進路選択と継続した指導の推進 

成果 進路に関しては、定期的に担当者会を開催し、情報共有を図ることができた。 

課題 生徒の希望も多様化しているため、個々に応じた進路指導ができるよう情報提供等に努める必要がある。 

今後の方向性 進路担当者と委員会が情報共有を密に行い、個々の生徒に応じた進路指導の充実を図る。  
重点目標 ⑧ 特別な支援や配慮を要する子どもへの支援の充実を図る 
◆ インクルーシブ教育システムの構築を見据えた取組の推進 

成果 
個別の指導計画の作成及び活用が図られてきた。また、特別な支援が必要な子どもたちの教育的ニーズに応じ

るため、スクールアシスタントや補助指導員を配置し充実を図っている。 

課題 

障がいのある子どもたちの多様なニーズに対し、人的支援体制が求められている。また、特別な支援が必要な

幼児児童生徒の「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成及び活用割合を増加させていくことが課題で

ある。 

今後の方向性 

特別な支援が必要な子どもの教育的ニーズに応じて支援の充実を図るために、人的支援を含めた教育環境の整

備、障がいについての理解、教職員の資質向上を図る。また、特別な支援が必要な子どもの「個別の指導計画」

や保護者とともに作成する「個別の教育支援計画」の作成及び活用割合をさらに高める。 

◆ 特別な支援に関する更なる専門性の向上 

成果 

特別支援教育に関する校園内研修や加古川養護学校における公開研修等の受講を通して、障がいの特性や支援

の方法について教職員の理解が進んでいる。加古川養護学校等に在籍する医療的ケアを必要としている児童生

徒に対して、教員が研修を受講し、全ての教員が対応できるようになっている。 

課題 

各校園内で特別支援教育の推進的立場である特別支援学級担任や特別支援教育コーディネーターの専門性を高

めるために、研修の充実を図ることが必要である。加古川養護学校は、市内の特別支援教育のセンター的機能

を果たすために、教職員の専門性が求められる。 

今後の方向性 

特別支援教育に関する研修の充実を図り、担当教職員の専門性を高める。また、全ての教職員に特別支援教育

に関する研修受講の機会を増やす。さらに、加古川養護学校教職員の特別支援学校の免許取得率を高め、専門

性の向上を図る。 

◆ 障がいのある子どもたちへの相談・支援体制の充実 

成果 

全ての学校園において、校園内支援委員会を開催し、全教職員で特別な支援を要する子どもについて共通理解

を図ることができている。また、ブロック別交流会や合同なかよし会等を通して、子ども同士の交流により相

互理解を深めることができている。 

課題 
各校園内の相談窓口である特別支援教育コーディネーターの資質向上を図ることが必要である。また、心身障

害児（者）連絡協議会との合同事業は事業内容を検討しながら取り組むことが必要である。 

今後の方向性 
国・県の動向を注視しながら、事業内容の見直しを行っていく。特別支援教育コーディネーターブロック会を

通して、保幼小中高の連携を図るとともに、事例検討等を通して更なる研修の充実を図る。 
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◆ 外国人児童・生徒等及び帰国子女への教育支援 

成果 
日本語指導を必要としている児童生徒へのサポーター及びサポート員の派遣は概ねできており、満足度も非常

に高くなっている。 

課題 日本語指導が必要な児童生徒の母語が多様化してきており、サポーターの人材確保が課題である。 

今後の方向性 加古川市国際交流協会や県の関係機関との連携をさらに進め、人材確保に努める。 

◆ アレルギー等のある子どもたちへの支援の充実 

成果 
アレルギー等への対応マニュアルも全学校で作成されており、学校支援専門医チームによる研修会の実施も多

くなっている。 

課題 
アレルギーへの対応は命にかかわる重大な問題であるため、マニュアルに基づいた行動が取れるよう、定期的

な研修が必要である。 

今後の方向性 
年度当初や様々な行事の計画段階において、マニュアルに基づいた行動の確認と各児童生徒の状況確認を行う

よう、継続して周知を図る。  
重点目標 ⑨ 心の通い合った生徒指導の充実を図る 
◆ いじめ、不登校及び問題行動等に対する取組の推進 

成果 

学校は「学校生活に関するアンケート（アセス）」「心の相談アンケート」とそれに伴う「教育相談」を年２回

実施するとともに、教育委員会との支援体制を構築することができた。また、いのちと心サポート相談員等、

相談体制の充実が図られたことにより、学校と連携した迅速な対応をすることができた。 

課題 
いじめ、不登校及び問題行動の未然防止、早期発見・早期対応を行うために、より効果的、効率的な方法を考

えていく必要がある。 

今後の方向性 
年々複雑化、多様化、困難化するいじめ、不登校及び問題行動に対応するために、教員の資質向上に取り組む

とともに、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちの支援に携われるよう啓発活動を推進する。 

◆ 学校不適応児童・生徒に対する指導や支援の充実 

成果 
不登校の子どもたちに対して、適応指導教室や協働学習の場を提供したり、メンタルサポーターを配置したこ

とで、子どもたちの居場所づくりと社会的なつながりの維持につながった。 

課題 
全国的にも不登校は増加傾向であり、本市も同様の傾向がある。不登校の理由も複雑化、多様化しており、教

員だけでなく専門的な対場の職員が連携しながら、よりきめ細やかな対応を行う必要がある。 

今後の方向性 

不登校支援の方向性がより多様化したことにより、子どもの居場所づくりに重点化した取組を検討する必要が

ある。現在の適応指導教室の運用の在り方について改善を図るとともに、民間施設との連携も視野に入れた不

登校支援体制を検討していく。        
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▼ 基本的方向３ 信頼される教育の環境 
重点目標 ⑩ 教職員を支える学校園の組織力の充実を図る 

◆ 学校園評価等を活用したより効果的な学校園の運営 

成果 学校園評価に基づいた改善、公表は全ての学校園で行われており、ホームページを活用した周知も増加した。 

課題 より多くの市民に学校園評価を発信できるよう取り組んでいく必要がある。 

今後の方向性 全ての学校園において、学校園評価結果をホームページで公開する。 

◆ 学校園組織の運営体制の強化 

成果 
各校園長のリーダーシップのもと、組織的・機動的な学校園運営の実現に向けた取組を推進している。また、

主幹教諭等の次代を担うミドル・リーダーの育成についても、充実した研修を実施することができた。 

課題 
大量退職・大量採用時代を迎え、教員の急激な若返りが進んでいる現状がある。就職氷河期で採用の少なかっ

た４０代の層よりも若い年代のミドル・リーダーの発掘と育成及び若手教職員の育成が喫緊の課題である。 

今後の方向性 
校園長会と連携し、組織的な学校園運営ができるように支援していくと同時に、次世代のミドル・リーダー及

び若手教職員の育成を図る。 

◆ 子どもと向き合う時間の確保 

成果 

「定時退勤日」「ノー部活デー」「ノー会議デー」を実施するとともに、長期休業中の「学校閉庁日」について

も広報を行い、学校園・家庭・地域が連携しながら実施した。統合型校務支援システムを整備し、教職員の校

務処理に係るＩＣＴ化を進めてきたことで、業務を効率化することができた。 

課題 
更なる超過勤務時間の縮減が求められているため、統合型校務支援システムの基本機能の使用に留まらず、様々

なツールの活用し、校務処理の更なる効率化を進める必要がある。 

今後の方向性 

教職員が精神的なゆとりを持って、一人一人の児童生徒と向き合える時間を確保できるよう、更なる勤務時間

の適正化に向けて継続して取り組む。また、統合型校務支援システムの機能を最大限活用し、校務処理の更な

る効率化を支援するために、計画的・継続的な研修を実施する。 

◆ 教職員のメンタルヘルスの充実 

成果 
全教職員対象のストレスチェックや産業医による巡視訪問についても計画通り実施し、安全衛生環境の整備に

努めた。勤務時間に関する教職員の意識改革も進んでいる。 

課題 教職員のワーク・ライフ・バランスについて、更なる意識改革が必要である。 

今後の方向性 
教職員の勤務時間の適正化について、関係機関と連携しながら、学校や地域、教職員や児童生徒の実態に応じ

て順次適切に継続した取組を進める。         
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重点目標 ⑪ 教員の資質の向上を図る 
◆ 経験年数や役職に応じた資質能力向上研修等の推進 

成果 
教職員の資質・指導力の向上や喫緊の教育課題の解決に向けて、ライフステージに応じた実践的な研修を実施

することで、参加者から高い評価を得ており、学校の教育力の維持・向上に寄与することができた。 

課題 
新学習指導要領の実施に向けて、様々な課題に対する研修の実施や内容の充実を図る必要がある。教職員の負

担軽減や子どもと向き合う時間の確保を考慮しながら、研修の機会を確保することが課題である。 

今後の方向性 
ＩＣＴの活用やプログラミング教育等、新たな教育課題や新学習指導要領に即応した研修の機会を提供すると

ともに、研修体系の見直しを図り、教職員の資質・指導力の向上を目指す。 

◆ 免許状更新講習を通した資質能力の向上 

成果 
各教職員の免許状更新講習修了確認期限等を調査し、把握することで、教員免許状の更新が確実に実施されて

いる。 

課題 
日常的に業務が忙しい中、大学で実施される更新講習が長期休業中等に集中しているため、受講の申込が希望

通りいかない場合がある。早めの受講申込等に向けた啓発が必要である。 

今後の方向性 教員免許の更新等の事務手続きに遺漏の無いよう学校を指導し、適切に処理を進める。 

◆ 指導力の向上を要する教員へのフォローアップの充実 

成果 
播磨東教育事務所の教職員支援相談員等と連携し、フォローアップ体制を整えることで、支援が必要であると

思われる教員の早期発見・早期対応に努めている。 

課題 
いじめ等の問題行動の増加や、特別に支援を要する児童生徒や不登校児童生徒への対応など、学校を取り巻く

環境は厳しい現状がある。 

今後の方向性 
校園長と連携しながら、教員の勤務実態の把握に努める。また、援助が必要な教員に対する支援を、関係機関

と連携しながら継続する。 

 

重点目標 ⑫ 安全・安心で、質の高い教育を支える環境を整備する 
◆ 教育施設の老朽化対策等の環境整備 

成果 
トイレや外壁を中心とした改修工事を実施するとともに、劣化状況調査結果に基づき、学校園施設長寿命化計

画を策定した。 

課題 
学校園施設全体で老朽化が進んでいるため、トイレや外壁等の部分改修だけでなく、改築や長寿命化改修を検

討していく必要がある。 

今後の方向性 

学校園施設長寿命化計画に基づいて、改築や長寿命化改修工事を含めた工事を計画する。また、事後修繕から

予防保全への転換に努める。なお、両荘地区小中一貫校基本構想に基づき、９年間一貫した質の高い教育を実

施するための増改築を行う。 
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◆ 中学校給食の実現 

成果 
日岡山学校給食センターの建設工事に着手するとともに、受配校の配膳室工事に着手した。また、（仮称）神野

台学校給食センターの設計業務を行うとともに、受配校の整備事業者を決定し、１校の配膳室工事に着手した。 

課題 

工事着工している日岡山学校給食センター及び受配校の配膳室が事業実施に影響なく完成するよう、事業者と

の調整が必要となる。また、（仮称）神野台学校給食センターの建設工事と受配校の配膳室整備を進めていく必

要がある。 

今後の方向性 
日岡山学校給食センターの受配校において、施設整備と管理運営を行うための体制を着実に整える。また、（仮

称）神野台学校給食センターと受配校の配膳室における施設整備を滞りなく進める。 

◆ 学校図書館の整備の推進 

成果 図書資料の計画的な購入により、整備率の向上が図られた。 

課題 蔵書数を増加させるためには、図書館の蔵書棚の拡充等の課題がある。 

今後の方向性 計画的な新規購入及び廃棄により、魅力ある図書の充実及び図書標準の達成を目指す。 

◆ 教材・教具の整備の推進 

成果 計画的な購入により、整備率の向上が図られた。 

課題 学校園の運営管理の充実を図るためには、より計画的な整備が求められている。 

今後の方向性 学習指導要領の改訂や幼稚園教育要領等に速やかに対応し、有用な教材の整備を計画的に行う。 

◆ 学校園のＩＣＴ＊環境の整備・充実 

成果 
統合型校務支援システム全校導入により校務の効率化が進んだ。また、ＩＣＴ機器の活用についての研修会を

実施し、教職員のＩＣＴ機器の活用能力の向上に寄与できた。 

課題 
一人一台のパソコン端末をはじめとしたＩＣＴ機器を有効活用するために、デジタル教科書・教材等の学習用

ソフトウェアの導入が急務である。 

今後の方向性 
一人一台のパソコン端末や電子黒板などのＩＣＴ機器を最大限に活用できるデジタル教科書・教材等を早期に

導入し、ＩＣＴ環境の充実を図る。 

◆ 教育に関する研究成果等の蓄積・活用 

成果 
毎年 20 名の研究員が、年間を通して実践的研究を行い、その成果を研究発表会及び研究紀要によって全学校

へ提供することによって、教職員の指導力の向上に寄与できた。 

課題 
複雑化・困難化していく教育課題に対応するための調査・研究の必要性は一層高まると予想される。その中で、

多忙化している教職員の研究活動の機会の確保と研究意欲の高揚を図ることが課題である。 

今後の方向性 
研究員の負担を考慮しながら、より効率的で効果的な調査・研究の方法を模索し、研究成果の蓄積と活用を図

る。 
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◆ 地域ボランティア等との連携やＩＣＴの活用による学校園内外の安全確保 

成果 

関係機関と合同点検を実施するとともに、交通安全指導員を配置し、児童生徒の安全確保に努めた。不審者情

報マップのホームページアクセス数及び子ども安全ネットかこがわの登録者数は増加しており、市民の防犯意

識が高まっている。 

課題 
依然として危険な箇所も多く、新たな対策も限られてくる中で、児童生徒の安全を確保していく必要がある。

また、地域の方や保護者の方でシステム未登録の方やシステムの存在自体を知らない方がいる。 

今後の方向性 

過去に点検を実施した危険箇所についても再点検を行い、児童生徒の安全確保に努める。また、交通安全指導

員についても引き続き維持する。市民の防犯意識の更なる醸成のため、システムのＰＲをより積極的に多様な

手段で行う。  
重点目標 ⑬ 教育委員会の機能の充実を図る 
◆ 教育委員会の活性化 

成果 
教育委員による学校園訪問を実施することで、学校園の現状や学校が抱える課題について把握することができ

た。 

課題 
学校園訪問の日程については学校園側の希望により決定しているため、教育委員がすべての学校園を訪問する

ことが難しい。 

今後の方向性 学校運営協議会での熟議内容を教育委員会に報告していくことで、地域住民の考えを反映させる。 

◆ 教育委員会制度改革への対応 

成果 
教育委員会において承認された会議録を迅速に公開することで、教育委員会会議の透明性の確保を図ることが

できた。 

課題 承認から公開までの期間をより短くすることに努めなければならない。 

今後の方向性 教育委員会会議の会議録を迅速に公開し、住民への説明責任を果たすとともに、教育委員会の透明化を図る。 

◆ 教育委員会の点検及び評価の実施 

成果 公表ページのアクセス数は、一定数の閲覧は得ている。 

課題 

例年 400 回前後のアクセス数であるため、特定の方にしか閲覧されていないことが想定される。より多くの閲

覧を得るために、より分かりやすい報告書の作成、また、公表についてはより積極的で多様なＰＲを検討する

必要がある。 

今後の方向性 
教育委員会の事務に関して市民に対する説明責任を果たすため、より分かりやすい報告書を作成するとともに、

効果的な公表方法とＰＲ方法について検討していく。        
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▼ 基本的方向４ 「学び」が生かせるまちづくり 
重点目標 ⑭ 生涯学習の推進と学習成果を生かす地域をつくる 
◆ 図書館等を活用した住民の学習活動の推進 

成果 各図書館における活動や取組によって、利用を促進し、生涯学習の機会提供を図ることができた。 

課題 図書館においては、住民のニーズを把握して一層効果的な事業の展開が必要である。 

今後の方向性 
図書館においては、多様化する利用者のニーズの把握と事業の工夫に努めながら、読書を通じた学習環境を整

え、子どもから高齢者まであらゆる層の利用者の学習活動を支えていく。 

◆ 公民館等を活用した地域の拠点づくりの推進 

成果 
社会教育推進員による地域活動、公民館事業による地域の力を活用した地域拠点づくりは一定の成果をあげて

いる。 

課題 
社会教育推進員活動においては、地域特性により活動に差がある。公民館事業においては、学習したことを地

域に還元するための仕組みづくりが課題である。 

今後の方向性 
社会教育推進員は、地域活動に不可欠な存在であるため、更なる活動の活性化を図る。公民館事業においては、

地域の生涯学習拠点として今後も継続する。 

◆ 人権教育等の社会的課題に対応した学習機会の充実 

成果 

研修等を通して、地域人材の育成と資質向上に寄与している。また、学校園、家庭、地域のあらゆる場におい

て啓発を図るとともに、継続した懇談会や研修等が、様々な人権課題の解決に向けての学習の場となり、市民

全体の人権意識の高揚を図ることができた。 

課題 人権研修や町内懇談会、講演等における参加者の固定化、高齢化が依然として課題となっている。 

今後の方向性 

地域活動を担う人材に対し、人権教育の学習機会を提供していく。また、人権文化センター、男女共同参画セ

ンターを人権課題解決に向けた取組の拠点として、人権教育、啓発活動を推進し、さらに幅広い年齢層や様々

な立場の方々が気軽に参加できるように、研修日時や内容設定の工夫、講師の選定等を行う。 

◆ 地域における身近なスポーツ環境の整備 

成果 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のツバル及びブラジルの「ホストタウン」の認定を受け、

市内スポーツ団体との連携事業やスポーツボランティアの育成確保のための事業実施など、スポーツをサポー

トする環境整備が進んでいる。 

課題 
多様化する市民ニーズの把握と国の動向や社会情勢の変化による対応を踏まえた計画の進行管理が必要であ

る。 

今後の方向性 

「加古川市スポーツ推進計画」に基づく具体的施策を効果的・効率的に取り組むとともに、今後、変わりゆく

スポーツの多様性に対応できるよう各スポーツ団体と連携し、環境整備についても検討していく。また、障が

い者スポーツへの理解や普及促進について積極的に取り組む。 
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◆ 文化財の保護と活用の推進 

成果 
文化財の修理や管理、博物館や現地での公開や情報発信等、重要な文化財の保護と活用について一定の成果を

あげている。 

課題 
地域の歴史文化について、全体像の把握、価値の顕在化、イメージの共有、地域間・主体間の連携、人材育成・

発掘、資金の確保、周辺環境と一体的な保存と活用、まちづくりへの活用等が課題である。 

今後の方向性 
文化財の保存と活用を図るために、歴史文化資源の価値を顕在化し魅力を高めること、また、歴史文化資源の

魅力を地域内外に発信し定住促進、観光振興、産業振興などにつなげることを目指す。  
重点目標 ⑮ 地域と大学等の連携を通した教育環境を整備する 
◆ 地域・大学等の連携による特色ある取組の支援 

成果 自然学校指導補助員として兵庫大学に協力いただくことで、充実した活動が実施できている。 

課題 学校が希望する人数の確保が難しいケースもある。 

今後の方向性 大学との連携を密にし、情報共有を図ることで、人員の確保や充実に努める。 

◆ 生涯を通じて大学等で学べる教育環境の整備 

成果 全公民館で高齢者大学を実施し多くの高齢者が学習している。 

課題 
高齢者人口は増加しているが、受講者数がほぼ横ばいまたは減少傾向にある。また、学習ニーズが多様化し画

一的な学習内容では不十分になってきている。 

今後の方向性 学ぶだけでなく学習成果を発揮できる場の提供を行う。    
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第３章 加古川市が目指す教育の姿   １ 加古川市の教育が目指すべき人間像 

学校教育を通じてよりよい社会を創るために、本市の教育が目指す理念として、前

計画を受け継ぎ、次の基本理念とします。       
上記の基本理念を達成するため、「教育は人づくり」という視点に立ち、教育にお

いて子どもたちに培うべき力を見据えた上で、目指すべき具体的な人間像を掲げます。    
努力する人 自ら生きる力を育み 生涯にわたり 夢や目標に向かって 努力する人 

生きる力（確かな学力（知）・豊かな心（徳）・健やかな体（体））をバランスよく身に付け、生

涯にわたって、夢や目標を持って学び続ける人   
心あたたかい人 互いに支え合い 命を大切にする 心あたたかい人 
思いやりや寛容の心を持ち、様々な人々と共に生きる態度を身に付け、命と人権を大切にする

人   
行動する人 未来を切り拓こうと 自覚と責任を持ち  主体的に 行動する人 

公共の精神に基づき、よりよい社会づくりに向けて他者と協働し、自ら考え主体的に行動する

人 
    

ともに生きるこころ豊かな人づくり 

目指すべき具体的な人間像 

加古川市の教育の基本理念 
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 ２ 加古川市の３つの教育の特色 

「ユニット」「スマート」「ハートフル」をつなぐ「かこがわスマート・リンク」の実現へ 

 ※リンク（L・I・N・K）は英語で「輪」「環」「絆」「つながり」を意味し、未来の

加古川オリジナルの学び“Learning with Ict for New Kakogawa”を意味してい

る。 

 

 第１期、第２期かこがわ教育ビジョンでは、第３期も継続する基本理念「ともに生

きるこころ豊かな人づくり」や目指すべき具体的な人間像等に基づき、事業を展開し

てきました。 

多くの成果がある中、とりわけ、学校、家庭、地域をつなぐ「中学校区連携ユニッ

ト１２」は、一貫した方針のもと、教育に対する学校園・家庭・地域の「ヨコ」の連

携と、校種を超えた学校園間の「タテ」の連携を継続的に取り組んできたことにより、

地域総がかりの教育が充実し、まさしく、学校教育、家庭教育、社会教育への包括的

なアプローチが実現しました。これにより、それぞれの役割を見つめ直し、ボトムア

ップ的手法による学校を中心とする地域の実情に沿った連携は、全国において、他に

類を見ない本市の教育の大きな特徴です。 

 また、学力向上への手立てとして、「ことばの力育成プログラム」による実践や「主

体的・対話的で深い学び」を目指した協同的探究学習による授業の改善など、全市レ

ベルでその研究・実践に取り組んできました。ともに、今、必要とされる思考力・判

断力・表現力等の育成に資する取組であり、これら本市の取組は、他からも注目され

る特徴的な取組となっています。一方で、ＧＩＧＡスクール構想により、子どもを取

り巻く教育環境が大きく変わります。一人一台パソコン端末の活用により、これまで

のアナログ的な活動とＩＣＴ機器の活用を進め、ＩоＴ時代を主体的・能動的に生き

抜く子どもを育成する必要があります。 

 さらに、本市では、これまで一人一人が人権に対する意識を高め、日常の中でお互

いを尊重し、ともに生きる社会の実現を目指して、多くの取組をしてきた歴史があり

ます。また、グローバル社会に生きる市民として、多様な価値観を認め合うダイバー

シティへの対応も、これまでにも増してその必要性を感じるところです。そのような

中、とりわけ、子どもの貧困問題、虐待・しつけ・体罰問題、いじめ問題、不登校問

題など、子どもを取り巻く環境は、ますます複雑化、透明化、深刻化しています。我

が国が国際条約として批准した「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）に
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は、「生命に対する権利」（第６条）、「意見を表明する権利」（第１２条）などに謳わ

れているように、子どもが人格を持った一人の人間として尊重されるよう、我々大人

が一層の努力をしなければなりません。子どもの人権を尊重することは、すべての子

どもに居場所を確保し、個々が持っている可能性を最大限に引き出すきっかけとなり、

生き生きとした活気ある社会創出の原動力となります。そして、それは社会的弱者に

優しいまちづくりにもつながり、今まさに、社会に求められていることです。 

 

 これらを踏まえて、今後、特に注力する本市の３つの教育の特色について、以下の

ように考えます。 

 

特色１ ユニット 

 

Key Word  学校運営協議会を中心とした学校園・家庭・地域の連携・協働 

        －コミュニティ・スクールを核とした地域総がかりの教育－ 

 

社会全体に目を向けると、一億総活躍社会や生涯現役社会の実現、多様な人材が持
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つ視点や発想、価値観の活用について、その重要性に対する認識が高まっています。

本市が、このような様々な環境変化への対応力を高め、将来にわたって変革を重ね、

持続的に成長を遂げていくためには、これまで進めてきたコミュニティ・スクールを

さらに進化させ、多様な人材の受け入れに留まらず、その成長と活躍の実現を目指す

ことが不可欠です。 

 本市においては、令和３年度より、市内すべての学校において学校運営協議会を設

置し、学校園・家庭・地域の連携・協働を進めていきます。学校運営協議会において

は、教職員・保護者・地域住民をはじめとする関係者が、当事者意識を持って熟議を

重ね、協働して活動すること、さらに、学校長のリーダーシップのもと、チームとし

て力を発揮できるようマネジメント力を強化することにより、「地域に開かれた学校」

から「地域とともにある学校」への転換を目指します。 

さらに、「学校を核としたまちづくり」に向けて、地域住民等の参画や地域の特色

を生かした取組を展開することで、まち全体で地域の将来を担う子どもたちを育成す

るとともに、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

 

Key Word  中学校区連携ユニット１２を発展させ 学校園連携ユニットへ 

         

 これまで、本市の教育の特色の一つとして取り組んできた「中学校区連携ユニット

１２」では、中学校区を一つの単位（ユニット）とし、その地域の認定こども園・幼

稚園・保育所、小学校、中学校、特別支援学校が相互に連携し、家庭、地域とも連携

を図りながら、子どもたちの連続した学びや育ちを支援してきました。 

学校運営協議会の設置によって、校種間連携と地域との連携を兼ねてきた「中学校

区連携ユニット１２」から、地域との連携を分離させ、校種間連携をさらに発展させ

た「学校園連携ユニット」の取組を進めます。小中一貫教育や学校園一貫教育、ユニ

ット単位での学校運営協議会設置など、地域の実態に応じて取り組むことにより、子

どもたちの「生きる力」（知・徳・体のバランスの取れた力）の育成を図ります。 
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特色２ スマート 

 

Key Word  Society5.0 時代を生きる力を育むＩＣＴを活用した教育の推進 

  

 現在の社会は、グローバル化が加速し、あらゆるものがインターネットとつながる

ＩｏＴ時代の到来や、ビッグデータや人工知能（ＡＩ）をはじめとする技術革新の急

速な進展など、社会情勢は目まぐるしく変動しています。ＩＣＴによる技術革新が一

層進展する中で、ＩＣＴの特長を生かした授業改善、情報活用能力等の育成や子ども

たちの情報モラルの向上が急務となっています。 

 本市では、一人一台のパソコン端末を活用し、子どもたち一人一人に応じた学習を

充実させるとともに、子どもたちの興味・関心を高め、知識や理解が深まる授業づく

りのために、パソコン端末等のＩＣＴ機器の効果的な活用だけでなく、多様な意見に

触れ、協働して学ぶ学習を効果的に行います。さらに、教員の指導力を向上させるた

め、パソコン端末等の活用に関する研修の充実を図ります。 

 

 

Key Word  未来を拓く学びの実現 

 

これからの予測困難な時代を主体的に生き抜くためには、新たな知の創造を目指す

必要があります。学習指導要領においても、新しい時代を切り拓き、持続可能でより

よい社会のつくり手として期待される子どもたちに求められる資質・能力として、生

きて働く「知識及び技能」、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力等」、

学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」の３つの力をバラ

ンスよく育むことなどが示されています。 

 本市の未来を担うすべての子どもたちに、これからの時代に求められるこれらの資

質・能力を育成するために、協同的探究学習などを踏まえた授業改善を着実に実施し、

主体的・対話的で深い学びを実現することができるよう、各取組を推進します。 
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特色３ ハートフル 

 

Key Word  人権文化の創造 

 

 人権教育及び啓発は、様々な教育活動の中心を形成するものであり、子どもを取り

巻く人権課題をはじめとして、同和問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、

インターネットによる人権侵害、性的マイノリティなど、今なお残る多くの人権課題

を市民一人一人が自発的に関わり、自らの問題として捉え、その解決に向けて理解を

深めることが重要となります。 

 同時に、一人一人がそれぞれの個性を持つ多様な存在であるという立場に立ち、互

いの多様性を認めたり、人間としての共通性を再認識したりしながら主体的に協働す

る多様性の尊重の精神が、これからの社会を変えていく上で不可欠です。 

 本市において、次世代の社会を担う子どもたちの人権尊重意識を高め、豊かな人権

文化の創造に向けた取組として、学校園・家庭・地域、関係機関、関係団体等と連携

を図りながら、感性に訴える人権教育をはじめ、他者との関わり合いや様々な体験活

動を通した人権尊重の精神を育む教育や保育を進めます。さらに、教職員が人権課題

や人権教育に関する認識を深め、豊かな人権意識を備えた指導力が身に付くよう研修

等の充実を図ります。 

 

 

Key Word  子どもが心も体も元気になる居場所づくりの推進 

 

 いじめ・不登校等への対応は、年々複雑化、多様化、困難化してきているため、そ

の未然防止と早期発見・早期対応を強化するため、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーの積極的な活用を行うとともに、学校内での組織的・機動的な指

導体制の確立や心理的な支援の充実、関係機関との連携の推進など、支援体制の強化

を図ることが重要となります。また、様々な取組を確実に推進していくために教職員

の資質向上に取り組むとともに、学校園・家庭・地域が一体となって子どもたちの支

援に携われるよう啓発活動を推進することで、「今日も学校生活が楽しかった」「明日

も学校に来たい」と実感できる、魅力ある学校・学級づくりを推進します。 
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 不登校の子どもの社会的自立を支えるために、長期的視点に立ち、就学前から在学

中、卒業後も切れ目なく連続・一貫した支援を受けられるよう、学校園の連携を推進

するとともに、早期支援のための就学相談や関係機関との連携強化を図るなど、専門

的な視点から対応する仕組みを整えます。 

 

 

Key Word  文化とスポーツを通した心あたたまる交流 

 

 人生１００年時代の学びを推進し、ふるさと加古川の文化やスポーツを通した心あ

たたまる交流機会を創出するため、地域における生涯学習やコミュニティ活動の拠点

である社会教育施設において、市民の様々なニーズや地域の課題、現代的課題に対応

した学習・活動機会を提供するとともに、市民に「集う」「学ぶ」「結ぶ」ことを促し、

学校や家庭、地域の一層の連携を図ります。また、各館の特色を生かしながら、市民

の自主的な生涯学習への支援を行うとともに、暮らしや地域の課題に応える情報発信

の充実を図ります。                
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 ３ 加古川市の教育が目指す基本的方向 

本市の教育の基本理念の実現を目指し、４つの基本的方向と１５の重点目標を掲げ、

本市の教育の特色を生かした取組を進めていきます。 

これら４つの基本的方向は、本市が目指す人間像と、実際に展開される教育に関す

る施策や事業とを結び付けるものです。 

また、１５の重点目標については、本市の教育理念を実現するための根幹を成す重

要課題であるとの認識のもと、総合的かつ計画的な取組を推進します。 

 

加古川市の教育が目指す基本的方向 

 

１ 地域総がかりの教育の推進 
学校園・家庭・地域、また校種間のつながりで育む教育により、子どもたちの学びや育ち 

を支えます。 

 

２ 子どもの未来を切り拓く力の育成 
加古川市の未来を担う全ての子どもたちの「生きる力」を育みます。 

 

３ 質の高い教育を支える豊かな教育環境の整備 
子どもたちが安心して学べる環境づくり、誰からも信頼される学校づくりを目指します。 

 

４ 生涯にわたって学ぶことのできる環境の整備 
一人ひとりが豊かな人生を送ることができるよう、学び続けることができる機会と環境 

づくりを進めます。 

   
基本的方向１ 地域総がかりの教育の推進 

学校園・家庭・地域、また校種間のつながりで育む教育により、子どもたちの 

学びや育ちを支えます。 

  

学習指導要領においては、予測困難な社会を主体的に生き抜く子どもの育成に向け
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て、「社会に開かれた教育課程」、「地域との協働」、「校種間の接続」などのキーワー

ドが記載され、その重要性が示されています。 

学校園・家庭・地域の連携として、令和３年度から市内すべての小・中・養護学校

において設置される学校運営協議会を中心に、地域住民との連携・協働をさらに進め、

持続可能な組織として子どもの学びと育ちを支えます。 

また、校種間の連携として、これまでの中学校区連携ユニット１２の取組を発展さ

せながら、地域の実情に応じ、小中一貫教育や学校園一貫教育、ユニット単位での学

校運営協議会設置などの取組を行い、１２のユニットから新たなユニットの枠組を提

案します。  
基本的方向２ 子どもの 未来を切り拓く力の育成 

加古川市の未来を担う全ての子どもたちの「生きる力」を育みます。 

 

今後グローバル化がより一層進展し、今以上に人、もの、金、情報や様々な文化・

価値観が国境を越えて流動化することに加えて、ＩＣＴや人工知能（ＡＩ）等の情報

技術の急速な発達によって社会の著しい変化が予想されています。これらグローバル

化や超スマート社会（Society5.0）に対応した教育を進める必要があります。 

教育を取り巻く大きなうねりの中にあっても、教育の目的は人格の完成を目指すこ

とであることを再確認し、多様性を認め、人権を尊重する子どもの育成を基盤とし、

学習指導要領に基づき、子どもたちの発達段階や多様なニーズを踏まえて、就学前か

ら中学校までの接続を重視しながら、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバ

ランスよく育成するための取組を推進します。また、不登校の子どもをはじめ、いじ

めや問題行動への対応など、特別な支援が必要な子どもの教育的ニーズに応じられる

よう、支援の一層の充実を図ります。 

 

 

基本的方向３ 質の高い教育を支える豊かな教育環境の整備 

子どもたちが安心して学べる環境づくり、誰からも信頼される学校づくりを 

目指します。 
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誰からも信頼される学校づくりのためには、子どもたちが未来に向かって生き生き

と学ぶための学習環境を整備するとともに、教職員一人一人がその専門性や指導力の

向上に努め、十分にその能力や適性を発揮するなど、学校園全体の組織力、教育力を

高め、機動的に対応できる組織を構築することが大切です。 

そのため、校園長のリーダーシップのもと、教職員の協働体制を確立するとともに、

教職員が精神的なゆとりを持って、子どもたち一人一人と向き合える時間を確保でき

るよう、さらなる勤務時間の適正化に向け、継続して取り組んでいきます。 

また、子どもたちが安心して学校園生活を送るために、学校施設の老朽化対策をは

じめとした教育施設の整備や、よりよい教育環境づくりのために学校規模の適正化を

進めます。 

  
基本的方向４ 生涯にわたって学ぶことのできる環境の整備 

一人ひとりが豊かな人生を送ることができるよう、学び続けることができる 

機会と環境づくりを進めます。 

 

人生１００年時代や超スマート社会（Society5.0）の到来に向けて、社会が大きな

転換期を迎えるにあたり、生涯学習の重要性は一層高まっています。すべての人が生

涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様な学習機会の提供、学習した成果を生

かすことができる仕組みづくり、そして、人生１００年時代におけるそれぞれのライ

フサイクルや様々なライフステージにおいて必要となる能力を着実に身に付け、自己

実現を図る人づくりが求められています。 

そのため、地域住民にとって最も身近な学習・交流の場であるとともに、人づくり・

まちづくりの拠点として、重要な役割を果たしている社会教育施設と学校教育が連携

を密にし、ふるさと加古川の文化やスポーツを通した心あたたまる交流機会を創出し、

人生１００年時代の学びを推進します。 
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 ４ 第３期「かこがわ教育ビジョン」における 1５の重点目標  
▼基本的方向１ 地域総がかりの教育の推進 

 

① 地域とともにある学校づくり 
令和３年度から市内、すべての小・中・養護学校において設置される学校運営協議

会を中心に、地域住民との連携・協働をさらに進め、持続可能な組織として子どもの

学びと育ちを支えます。 
【具体的な方針】 

◆ 学校運営協議会の充実 

◆ 地域コーディネーター、学校園支援ボランティアとの連携・協働の充実 

◆ 学校運営協議会と地域学校協働活動の連携 

◆ 学校園評価を活用した学校運営改善 

◆ 学校マネジメント機能の強化 

◆ 学校規模の適正化 

◆ 小中一貫教育の導入 

◆ 町内会やＰＴＡ、青少年関係団体等への活動支援 

◆ 放課後等の子どもたちの体験・交流活動等の場づくり 

 

 

② 連続した学びを支えるユニット(学校園連携) 
 これまでの中学校区連携ユニット１２の取組を充実させながら、地域の実情に応

じ、小中一貫教育や学校園一貫教育、ユニット単位での学校運営協議会設置などの取

組を行い、１２のユニットから新たなユニットの枠組を提案します。 

【具体的な方針】 

◆ 学校園連携ユニットを活用した取組の推進 

◆ 加古川市作成「スタートカリキュラム」「アプローチカリキュラム」の活用 

◆ 小１プロブレム、中１ギャップの緩和に向けた取組の充実 

◆ 高等学校との連携 
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③ 家庭の教育力の向上 
 すべての教育の出発点である家庭において、保護者が自信を持ち、安心して子育て

をすることができるよう、社会全体で共同・共生・共有の視点をもち、家庭の教育力

の向上を支援します。 

【具体的な方針】 

◆ 家庭や地域の教育力の向上に向けた取組の推進 

◆ 親として成長する学びの推進 

◆ 要支援家庭への支援体制の強化   
▼基本的方向２ 子どもの 未来を切り拓く力の育成 

 

④ 遊びから学びにつなげる就学前教育の推進 

 人格形成にとって重要な幼児期に、遊びや生活の中での多様な体験を通して、心身

ともに調和のとれた成長を遂げることができる環境を創造するとともに、就学前教育

の学びが小学校での生活に円滑につながるよう、就学前までの幼児期にふさわしい保

育を推進します。 
【具体的な方針】 

◆ 幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿を踏まえた保育の充実 

◆ 自立と協同の態度を培う多様な体験活動の充実 

◆ 子育て支援の充実 

◆ 心身の調和のとれた発達の基礎の育成 

 

 

⑤ 未来を拓く学びの推進 
学習指導要領が示す資質・能力が身につくように、協同的探究学習などを踏まえた

授業改善を着実に実施し、「主体的・対話的で深い学び」を実現することができるよ

う、各取組を推進します。 
【具体的な方針】 

◆ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 
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◆ ICT を有効活用した協働学習の推進 

◆ 理数教育の充実 

◆ 英語によるコミュニケーション能力の育成 

◆ 国際理解教育の推進 

◆ 学校図書館の整備の推進及び読書活動の推進 

 

 

⑥ Society5.0 時代に必要な学び 

 一人一台のパソコン端末など、ＩＣＴを効果的に活用し、情報活用能力の育成を図

るとともに、「個別最適化された学び」を推進します。 
【具体的な方針】 

◆ GIGA スクール構想の実現 

◆ ICT を活用した学習活動の充実 

◆ プログラミング教育の充実 

◆ 情報モラル教育の充実 

◆ SDGｓとの関連を意識した教育活動の推進 

 

 

⑦ 豊かな心の醸成 

未来を担う子どもたちが社会の一員としての自覚を持つために、教科等による指導

だけでなく、人や自然とのふれあいなど様々な体験を通して、豊かな心の醸成を図り

ます。 
【具体的な方針】 

◆ 感性に訴える人権教育の充実 

◆ 考え、議論する道徳教育の推進 

◆ 児童生徒の絆づくりを進める心の絆プロジェクト 

◆ ふるさと教育の推進 

◆ キャリア教育の充実 
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⑧ 健やかな体の育成 

 未来を築く子どもたちの豊かなスポーツライフを実現する資質や能力を育むとと

もに、気力・体力・運動能力を高め、自律的・主体的に自己の健康を保持増進する取

組を進めます。 
【具体的な方針】 

◆ 体力・運動能力調査を活用した運動習慣の定着と体力向上 

◆ 加古川ウェルネスアプリを活用した健康教育 

◆ 食育、健康教育の推進 

 

 

⑨ 特別な支援や配慮を要する子どもへの支援 

一人一人の子どもの特性や発達の段階に応じて能力や可能性を最大限に伸ばし、自

立して社会参加するために必要な力を育成します。 
【具体的な方針】 

◆ インクルーシブ教育システムの構築 

◆ 多様な教育的ニーズに応じた相談・支援体制の充実 

◆ 学びの継続による特別な支援に関するさらなる専門性の向上 

◆ 加古川養護学校のセンター的機能の充実 

◆ 福祉、医療との連携強化 

 

 

⑩ 誰もが安心できる環境づくり 

児童生徒が安心でき、自己肯定感や充実感を感じられる環境をつくりだすために、

児童生徒主体の絆づくりの場や機会の提供、専門機関や関係機関との連携など、いじ

め、不登校及び問題行動等に対する取組の充実に努めます。 
【具体的な方針】 

◆ いじめ問題等の未然防止・早期発見・早期対応 

◆ 生徒指導体制の充実 

◆ 児童生徒の心に寄り添う相談体制の充実 

◆ 教育相談センターの充実 
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◆ フリースクール等との連携 

◆ 心のケアに関する指導の充実 

◆ 不登校児童生徒への支援の充実 

◆ すべての子どもが安心して学べる多様な学びの場の構築   
▼基本的方向３ 質の高い教育を支える豊かな教育環境の整備 

 

⑪ 教育を支える仕組みの確立 

 管理職のリーダーシップのもと、教職員全員が協働して様々な教育課題に組織的か

つ機動的に対応する体制を確立します。 
【具体的な方針】 

◆ 教育委員による学校園への積極的な関わりの充実 

◆ 総合教育会議における協議・調整 

◆ 教職員の勤務時間の適正化 

◆ チーム学校としての体制づくり 

 

 

⑫ 教職員の資質向上 

教育を取り巻く様々な課題に適切に対応するため、経験年数や職務に応じた資質・

能力向上に向けた取組を推進します。 
【具体的な方針】 

◆ 教職員のニーズに応じた研修や目指すべき教師像に向けた研修の充実 

◆ 「指導と評価の一体化」のための学習評価の充実 

◆ 兵庫教育大学と連携した研修体制の構築 

◆ 非違行為・ハラスメントの防止 
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⑬ 安全・安心な教育環境の整備 

 適切な管理による学校園給食の実施や施設の長寿命化など、子どもたちが安全・安

心な学校園生活を送れるよう、教育環境の計画的な整備を図ります。 
【具体的な方針】 

◆ 学校施設老朽化対策 

◆ すべての児童生徒への安心・安全な学校給食の提供 

◆ 学校防災マニュアルを踏まえた学校防災体制の充実 

◆ 感染症等の予防対策 

 

 

▼基本的方向４ 生涯にわたって学ぶことのできる環境の整備 
 

⑭ 人生 100 年時代を支える学びの推進 

 地域における生涯学習やコミュニティ活動の拠点である図書館や公民館等を活用

し、主体的に学び続けることができる環境を整備するとともに、学びを地域に還元す

る仕組みづくりを推進します。 
【具体的な方針】 

◆ 図書館の利用促進 

◆ 公民館における講座の充実 

◆ 人権教育等の学習機会の充実 

◆ 公民館と学校園との連携 

◆ 学校園支援ボランティアとの連携 

◆ 文化財の保護と活用の推進 

 

 

⑮ 地域におけるスポーツ環境の整備 

誰もが生涯を通じて、いつまでもスポーツを身近に親しむことができる環境の整備

を推進します。 
【具体的な方針】 

◆ 障がい者スポーツの普及促進 
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◆ 加古川市スポーツネットワーク委員会や障がい者団体等との連携強化 

◆ 総合型地域スポーツクラブの活用 
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